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１．問題点及び問題点が生じた理由等

２．今後の対応策

　「梶池公園」から「柴崎台三丁目」間の競合路線については、運行ルート等を見直し地域公

共交通会議で検証を行うため、令和8年8月末までとした実証運行期間を延長します。

R7-27

指定事務事業問題点・対応報告書

　次の指定事務事業について問題が生じましたので、問題点とその対応策について報告しま

す。

指定事務事業名 布佐ルート実証運行バス

基 本 施 策 名 ５－３　公共交通の利便性向上

担 当 部 課 名 建設部　交通政策課

報 告 日 令和7年9月30日

　我孫子市東側地区の新たな交通手段・活性化対策として、地域公共交通会議で検証のため実

証運行している布佐ルート実証運行バスについては、令和8年9月から市のコミュニティバスと

して本格運行するため、運行事業者を8月公告の一般競争入札により選定する予定でした。し

かし、運行ルートのバス停「梶池公園」から「柴崎台三丁目」間が民間路線バスと競合してい

る状況から、本格運行後の競合について民間路線バス事業者と調整を続けてきましたが理解が

得られなかったため、入札を執行することができませんでした。


